
広 報 資 料                    令 和 ６ 年 １ 月 １ ９ 日 

京 都 市 文 化 市 民 局  

担当 消費生活総合センター  

ＴＥＬ ０７５－３６６－２２５０  

 

 

「行政書士による無料相談会」の開催 

 

 行政書士法が公布された昭和２６年２月２２日を記念し、日本行政書士会連合会では、毎

年２月２２日を「行政書士記念日」と定めています。 

そこで、京都市では、「行政書士記念日」に合わせ、京都府行政書士会との共催により、

無料相談会を下記のとおり開催します。 

この相談会では、相続、遺言、成年後見、役所への手続など、日常の暮らしの中での様々

なお困りごとに関して幅広く御相談いただけます。この機会に是非御相談ください。 

 

１ 日  時   令和６年２月２２日（木） 

午前１０時３０分～午後４時（受付は午後３時３０分まで） 

※相談時間は、１組当たり３０分程度 

 

２ 会  場   ゼスト御池 河原町広場 

（地下鉄「京都市役所前」駅横地下街 

地下鉄東西線：「京都市役所前」駅下車改札を出てすぐ 

市バス：「京都市役所前」下車すぐ） 

 

３ 相 談 員   京都府行政書士会所属行政書士 

 

４ 費  用   無 料 

 

５ 申込方法   当日受付（先着順） 

 

 

６ 問合せ先   文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター 

         電話 ０７５－３６６－２２５０ 

 ２月２２日「行政書士記念日」に開催します！ 

―昭和２６年２月２２日に行政書士法が公布されました― 

 

 


